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令和３年第１回定例会（４月２２日）

教 育 公 安 委 員 会 会 議 録
書記 松 江 翔 一 録

招集年月日時 令和３年４月２２日(木曜日)

本会議終了後

招 集 場 所 議事堂 教育公安委員会室

本議会における案件（委員会）

１ 議案第１２６号

教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を

改正する条例案

令和３年４月２２日（木曜日）

本日の会議案件

１ 会議録署名員の指名

２ 議案第１２６号

教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を

改正する条例案 （趣旨説明・質疑）

３ 議案第１２６号

教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を

改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 髙 橋 武 浩

副委員長 佐々木 雄 太

委 員 北 林 康 司

委 員 鶴 田 有 司

委 員 児 玉 政 明

委 員 島 田 薫

委 員 三 浦 茂 人

書 記

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 安 原 駿 平

教育庁総務課 石 塚 祐 樹

警察本部警務部総務課 高 岡 義 明

会 議 の 概 要

午前１０時１７分 開議

出席委員

委 員 長 髙 橋 武 浩

副委員長 佐々木 雄 太

委 員 北 林 康 司

委 員 鶴 田 有 司

委 員 児 玉 政 明

委 員 島 田 薫

委 員 三 浦 茂 人

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 石 川 定 人

教育次長 石 川 政 昭

総務課長 元 野 隆 史

総務課施設整備室長 安 田 一 彦

教職員給与課長 丸 山 隆

幼保推進課長 熊 谷 仁 志

義務教育課長 和 田 渉

高校教育課長 渡 辺 勉

特別支援教育課長 佐々木 孝 紀

生涯学習課長 橋 本 裕 巳

生涯学習課文化財保護室長

武 藤 祐 浩

保健体育課長 寺 田 潤

福利課長 太 田 司

委員長

ただいまから、教育公安委員会を開きます。

本日の委員会を開きます。

初めに、定期人事異動に伴い、執行部の説明者に

変更がありましたので、新任の説明者の紹介をお願

いします。

教育長

【新任の説明者を順次紹介】

委員長

次に、会議録署名員を指名します。

会議録署名員には、鶴田有司委員、三浦茂人委員

を指名します。

それでは、教育委員会関係の議案の審査を行いま

す。

議案第１２６号を議題とします。

教育長の説明を求めます。

教育長

【部局関係説明書により説明】

委員長

次に、関係課長の説明を求めます。

教職員給与課長

【議案〔１６〕及び提出資料により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

三浦委員

給料月額と期末手当が実額でどの程度減額となる

のか、本来はいくらで、１５％減るといくらになる

のか、といった金額を教えてください。

教職員給与課長
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給料月額ですが、本則の金額が７７万円です。減

額率が１５％であり、減額後の金額は６５万

４,５００円。減少額としては、月当たり１１万

５,５００円、年間では約１３８万円となります。

次に、期末手当ですが、年間３.２０月分で、本

則の金額は年間３５７万２,８００円です。１５％

の減額率ですので、減額後は３０３万６,８８０円

となります。減少額は、５３万５,９２０円であり

ます。金額としては、以上のようになります。

三浦委員

分かりました。

委員長

よろしいですか。

ほかにありませんか。よろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

質疑は終了したものと認めます。

以上で教育委員会関係の議案についての質疑を終

了します。

ここで、一旦休憩します。

再開は午後１時とし、討論・採決を行います。

午前１０時２６分 休憩

午後 ０時５７分 再開

出席委員

委 員 長 髙 橋 武 浩

副委員長 佐々木 雄 太

委 員 北 林 康 司

委 員 鶴 田 有 司

委 員 児 玉 政 明

委 員 島 田 薫

委 員 三 浦 茂 人

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 石 川 定 人

教育次長 石 川 政 昭

総務課長 元 野 隆 史

警察本部長 久 田 誠

警務部長 後 藤 健太郎

警務部参事官（兼）総務課長

一 関 雄 一

警務部会計課長 浅 沼 圭

委員長

委員会を再開します。

初めに、定期人事異動に伴い、執行部の説明者に

変更がありましたので、新任の説明者の紹介をお願

いします。

警察本部長

【新任の説明者を順次紹介】

委員長

次に、各委員からの発言通告がありませんので、

本委員会における付託議案に関する質疑は、終局し

たものと認めます。

それでは、付託議案について、討論・採決を行い

ます。

議案第１２６号を議題とします。

討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論はないものと認めます。

採決します。

議案第１２６号は、原案のとおり可決すべきもの

と決定して御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

議案第１２６号は、原案のとおり可決すべきもの

と決定されました。

以上をもちまして、本委員会に付託されました案

件の審査は、すべて終了しました。

本日の委員会を終了します。

散会します。

午後０時５９分 散会


